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【開会＝午後２時４７分】 

 

ただいまから広報広聴委員会を開催いたします。本日は市議

会だよりについてを議題といたします。１１月１日発行の９月

定例会に係る市議会だよりの掲載の記事のうち、ピックアップ

という項目につきましては、前回の協議の時点では、候補を上

げるには至りませんでした。今回、一連の審議、審査が終わり

ましたので、改めて候補になりうる、いわゆるピックアップの

記事をどれにしたらいいか２、３案程度挙げたいというふうに

考えています。順にご意見をお伺いいたします。といっても、

ピックアップという今回の議会の中で、特にこれを取り上げて

報告したいという、何が良かったかなという、大体ですけども、

事務局案は何かあるのでしょうか、ピックアップについては。 

 

事務局案につきましてはこれから考えていくところですけ

れども、前回の話合いの中で、候補をという話をしましたとき

に、この時点ではまだ何も審議されていないので、最終日に皆

さんで話し合われるということに、前回の会議でそういう話に

なっていました。 

 

先ほど補正が上がった電気、ガス、あの辺を広報するといい

んじゃないかなというふうに思います。 

 

確かに今、市民の関心が高い事項だというふうに思います。

巨額の予算もついていますので、柴田委員、あれはどうですか、

コンビニの交付は、１００円では薄いですか。 

 

ただ、数が限られてきちゃうのかなと、もちろんガスとかの

その給付対象というところも限られてはいるんですけど、必要

ないというか、全員が全員じゃないのかなというところがある

ので。 

 

１年と２カ月の間やるだけだから、その中で普及啓発を目的

にやられることだと思うので、広報としては報じてもいいかな

というふうに思うんですけど。 

 

今回の自転車安全推進条例で保険が義務になったので。結構

これ市民の方に伝えることもすごく大事かなというのも感じ

ますので、今までは努力義務で１０月１日から義務化という、

私も実は入りまして、車の保険でも入れたので、こういう方法
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で入らなくちゃいけないという意識は高まると思いますけど。 

 

自転車の保険の義務化、今挙がっているのは、柴田委員の方

は光熱費の補助５万円、特にプッシュ型じゃない方にぜひ知っ

てもらいたいと思うので、それをやりたいと思うんですが、そ

れと自転車安全推進条例の二点、そして私はコンビニ交付も付

け加えたらどうかなと思うんですけど、なんかよく似たテイス

トばっかりになっているんですけど、他に何か気がつくことあ

りましたら。 

 

今マイナンバーカードを羽島市がかなり力を入れてやって

いますけれども、９月いっぱいでそういったマイナンバーポイ

ントというのがもらえないというところがあって、９月までに

作りなさいよと言っていたのが新聞にも載っていて、今年いっ

ぱいという、幅広くなったというので、より一層また羽島市の

方も力を入れてマイナンバーカードできるんじゃないかなと

いうところのものも入れたらどうかなというふうには思いま

すけれども。 

 

そうですね。これって関わる議案はありましたっけ、今回の

９月議会で議案としては上がっていましたか、関連する。 

光熱費、そして自転車の保険、そしてマイナンバー、このあ

たりでいこうと思いますが、よろしくお願いします。 

次、表紙の写真についても前回の協議の時点では、候補を挙

げるには至りませんでした。委員におかれましては、候補とな

りうる風景や行事など、現時点で何かありましたらご発言願い

たいと思いますが、私ちょっとよく写真を撮る者から言います

と、どこか皆さんご存知なところがあれば教えてほしいんです

が、彼岸花、綺麗に咲いているところご存知ありませんか。大

須駅の近くに、長良川の堤防でかなり咲き誇っているところも

あると聞いたので、ちょっと私も見てこようかなと思っている

んですけど、あと本当は美濃菊展を載せてみたいなと思ったん

ですが、美濃菊展が始まるのが１０月の終わりで間に合わない

ので、美濃菊の愛好家の人がこれだけ用意しているよというの

が撮れればいいんだけど、ちょっと締め切りまでには間に合い

そうもないので、ちょっと残念だなというのは思っています。

これも次回私撮ってきたら１回また見てもらうということで、

ご一任願いましたらお願いいたします。 

 

すみません、もう過ぎちゃったことなんですけど、マルシェ

があったじゃないですか、コスモパークで、あのときの写真と
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かであればありなのかなというのを思いました。ちょっと間に

合わないのであれなんですけど、今回も１０月３０日にこの下

で、ちょうど駐車場で尾州のマルシェもあるので、そういった

のを載せた方がいいかなと思ったので、写真があるかどうかち

ょっとわからないですけど。 

 

良い写真は採用したいですね。でもこれは市の広報さんが撮

ってしみえる写真をお借りすることができるかわかりません

が、でも一つのご意見として聞いておきます。または、常日頃

から私達もそういうのを写真を出向いたら撮っていくという

ことも、これからもし広報委員やられたらお願いいたします。

写真の方についてよろしいでしょうか。 

 

（特になし） 

 

では、次の次回の編集会議に向けて、皆さんもし何かありま

したらお考えください。 

最後に一般質問について、今回星野議員が欠席されましたの

で、この分のスペースが空いてしまいます。その星野議員のス

ペースですけども、今定例会では、今回初めてというか、珍し

く懲罰動議が出されました。この議員の身分に関することであ

って、この関係の記事を掲載する必要があるかどうか、そうい

うようなことも、星野議員のスペースの空いた部分をどうする

かですけども、そういうような意見もありますが、今回の懲罰

動議の顛末というのを記事とするかどうかご意見いただけま

したら。事務局、スペースとしては星野議員がいなくなった分

の面積というくらいになるんですか。 

 

そういう理解で大丈夫です。ちょうど３分の１のスペース相

当分ということになってまいります。 

 

まず懲罰という特殊なことのあった、９月議会の中であった

こと、これをまず載せる、載せないということで、ちょっと皆

さんのご意見を聞きたいと思います。順番に原委員から。 

 

今回のこの件につきましては、それぞれが住民の皆さんに説

明すればいいことであって、引き延ばす必要はないと思いま

す。以上です。 

 

私も今、原委員が言われたように、掲載する必要はないとい

うことを思います。 
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山田委員は当事者なので、飛ばしましょうか。 

 

今回本当に異例なことなので、いろんな方からよく聞かれて

おりますので、空きがあるのであれば、ちょっと載せていただ

いて、はっきりと表示された方がいいかと思います。 

 

載せた方がいいと思うんですけど、ただ狭いのでちょっと文

章的に難しいんじゃないか。例えば、今回戒告という形だった

と思うんですけど、戒告って何なんだというところとか、その

辺の説明もやはりしないといけないと思うので、ちょっと記事

的にちょっとこのスペースでは難しいのかなというふうに私

は思います。なのでなしという形でいいと思います。 

 

スペースにつきましては、この一般質問のお一人分のみを使

ってというわけではなく、他の記事と調整すればスペースにつ

いてはまだ広げることもできます。 

 

実はちょっと私も仕事柄新聞作っているときに、もし記事に

するんだったらどこまで公平性が保たれた記事にできるかど

うかということですごく悩んでいました。もしするんだった

ら、だから、懲罰のこういう結果、戒告というのが出ましたと

いうことだけ書いて、それの理由、または経緯というのまで書

くと、かなりの量を、またはこういう意見もあったということ

まで書くと、私は本当に原稿用紙を投げ出したくなるような難

しい文章になるかなと私は思うんですけど、でも、今のご意見

を聞くと書かなくてもいい、載せなくてもいいというご意見が

多いので、今回これに関しては次回までちょっと保留します。

今回この委員会の中で急にこのスペースについて申し上げた

ので、もう少し考える時間もいただきたいなと思いますので、

でも皆さんの意見は載せなくてもいいという意見が多いので、

それでいいのかどうかっていう、次はもう１回、少し時間を置

いた上で考えることにいたします。それでは、このようにして

市議会だよりの関係は進めさせていただきます。 

以上で市議会だよりの編集については終了いたします。 

その他に何かありましたらご発言願います。 

 

（特になし） 

 

では、次、１０月の議会だよりの編集のために、広報広聴委

員会の日程は、先の委員会におきまして１０月１２日の１０時
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から、そして１０月１７日午後２時からの２回開催いたしま

す。前にそういうふうに皆さんと申し合わせたというふうに思

いますが、このときに、１０月１２日の１０時から、このとき

大体だいぶゲラが出ると思うんですけれども、そして１０月１

７日午後２時から、この２回で、２時からのが最終校了でいき

たいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。先ほど言いました、懲罰の記事に関しましては、少し考え

るということで、皆さんのご意見は少し伺ったので、それを参

考にして、委員長の方で改めて、もしご相談があればお伺いい

たしますので、よろしくお願いいたします。 

今日は長時間お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

【閉会＝午後３時０３分】 

 


